
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
令
第
四
十
三
号

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
及

び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
並
び
に
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第

二
百
二
十
八
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
衛
施
設

周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
第
一
種
区
域
、
第
二
種
区
域
及
び
第
三
種
区
域
の
指

定
に
係
る
算
定
方
法
）

第
一
条
　
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の

防
衛
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
り

時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
算
定
す
る
方
法
と
す

る
。

２
　
前
項
の
算
定
方
法
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

記
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　

ＬＡＥ
，
ｄ
ｉ

　
一
日
の
間
の
自
衛
隊
等
（
防
衛
施
設

周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛

隊
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
航
空
機
の
離
陸
、

着
陸
等
（
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
自
衛
隊
等
の

航
空
機
の
離
陸
及
び
着
陸
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
に
よ
り
単
発
的
に
発
生

す
る
騒
音
（
以
下
「
単
発
騒
音
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
ｉ

番
目
の
も
の
の
単
発
騒
音
暴
露
レ
ベ
ル
（
産
業
標
準

化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
七
三

一
で
定
め
る
算
式
に
よ
り
得
た
単
発
騒
音
暴
露
レ
ベ

ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　

ＬＡＥ
，
ｅ
ｊ

　
単
発
騒
音
の
う
ち
午
後
七
時
か
ら
午

後
十
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
ｊ
番
目
の
も
の
の
単
発

騒
音
暴
露
レ
ベ
ル

三
　

ＬＡＥ
，
ｎ
ｋ

　
単
発
騒
音
の
う
ち
午
前
零
時
か
ら
午

前
七
時
ま
で
及
び
午
後
十
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

の
間
に
お
け
る
ｋ
番
目
の
も
の
の
単
発
騒
音
暴
露
レ

ベ
ル

四
　
Ｔ０
　
規
準
化
時
間
（
一
秒
）

五
　
Ｔ
　
一
日
の
時
間
（
八
万
六
千
四
百
秒
）

３
　
防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
算
定
に
当
た

つ
て
は
、
自
衛
隊
等
の
航
空
機
の
離
陸
、
着
陸
等
が
頻

繁
に
実
施
さ
れ
て
い
る
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

防
衛
施
設
ご
と
に
、
当
該
防
衛
施
設
を
使
用
す
る
自
衛

隊
等
の
航
空
機
の
型
式
、
飛
行
回
数
、
飛
行
経
路
、
飛

行
時
刻
等
に
関
し
、
年
間
を
通
じ
て
の
標
準
的
な
条
件

を
設
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
区
域
、
第
二
種
区
域
及
び
第
三
種
区
域
の
指

定
に
係
る
値
）

第
二
条
　
令
第
八
条
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
値
は
、
法
第

四
条
に
規
定
す
る
第
一
種
区
域
に
あ
つ
て
は
六
十
二
デ

シ
ベ
ル
、
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
区
域

に
あ
つ
て
は
七
十
三
デ
シ
ベ
ル
、
法
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
第
三
種
区
域
に
あ
つ
て
は
七
十
六
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。

（
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
各
特
定
防
衛

施
設
関
連
市
町
村
（
以
下
「
関
連
市
町
村
」
と
い
う
。
）

に
対
し
交
付
す
べ
き
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交

付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
に

掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
及
び
第
六
項
の
額
の

合
算
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
式
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
に

つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
普
通
交
付
額
　
交
付
金
を
交
付
す
る
年
度
（
以
下

「
交
付
年
度
」
と
い
う
。
）
に
交
付
す
べ
き
交
付
金
の

予
算
額
に
百
分
の
六
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
前
年
度
の
普
通
交
付
額
を
考
慮

し
、
防
衛
大
臣
が
配
分
し
た
額

二
　
面
積
点
数
　
第
一
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
連
市
町

村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
特
定
防
衛
施
設
の
交
付
年

度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
面
積
の
区
分
に
応

じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
に
、
第
二
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
令
第
十
五
条
第
二
号
の
割
合
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た

数
値
（
砲
撃
が
実
施
さ
れ
る
演
習
場
又
は
試
験
場

（
以
下
「
演
習
場
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
関
連
市
町

村
で
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
関
連
市
町
村
の
交
付

年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
当
該
関
連

市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
面
積
（
防
衛
大
臣
が

定
め
る
防
衛
施
設
の
面
積
を
除
く
。
）
に
対
す
る
割

合
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
第
十
五
条

第
四
号
割
合
」
と
い
う
。
）
が
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
当
た
り
五
十
人
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
数

値
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
し
、
令
第
十
三

条
第
四
号
に
掲
げ
る
防
衛
施
設
に
係
る
関
連
市
町
村

で
第
十
五
条
第
四
号
割
合
が
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

当
た
り
五
十
人
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値

に
〇
・
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
す
る
。
）

第
一
表百

万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

一

百
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満

二

五
百
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満

三

千
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
万
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満

四

二
千
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
三
千
万
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満

五

三
千
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
万
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満

六

五
千
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

七

第
二
表一

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
〇

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
パ
ー
セ
ン
ト

未
満

一
・
二

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー
セ
ン
ト

未
満

一
・
四

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

一
・
八

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

二
・
二

三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

二
・
六

四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

三
・
〇

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
六
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

三
・
四

六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

三
・
八

七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

四
・
二

八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

四
・
六

三
　
人
口
点
数
　
第
一
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
連
市
町

村
の
交
付
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

（
一
の
特
定
防
衛
施
設
に
係
る
関
連
市
町
村
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
人
口
を
当
該
特
定

防
衛
施
設
に
係
る
関
連
市
町
村
の
数
で
除
し
て
得
た

人
口
と
し
、
関
連
市
町
村
に
係
る
特
定
防
衛
施
設
が

二
以
上
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
防
衛
施
設
に
係
る

関
連
市
町
村
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
定
防
衛
施
設
ご
と
に
、
関
連
市
町
村
の

交
付
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
当
該

関
連
市
町
村
の
数
で
除
し
て
得
た
人
口
を
、
当
該
関

連
市
町
村
の
人
口
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
合
算
し
た

人
口
と
す
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
数
値
に
、
第
二
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
十
五

条
第
四
号
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値

第
一
表五

千
人
未
満

七

五
千
人
以
上
一
万
人
未
満

八

一
万
人
以
上
二
万
人
未
満

九

二
万
人
以
上
三
万
人
未
満

十

三
万
人
以
上
四
万
人
未
満

十
一

四
万
人
以
上
五
万
人
未
満

十
二

五
万
人
以
上

十
三

第
二
表一

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
七
百
五

十
人
未
満
（
町
村
に
あ
つ
て
は
、
百

人
未
満
）

一

・
〇

1



一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
七
百
五

十
人
以
上
千
五
百
人
未
満
（
町
村
に

あ
つ
て
は
、
百
人
以
上
二
百
人
未

満
）

一

・
二

一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
千
五
百

人
以
上
二
千
二
百
五
十
人
未
満
（
町

村
に
あ
つ
て
は
、
二
百
人
以
上
三
百

人
未
満
）

一

・
四

一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
千
二

百
五
十
人
以
上
三
千
人
未
満
（
町
村

に
あ
つ
て
は
、
三
百
人
以
上
四
百
人

未
満
）

一

・
六

一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
千
人

以
上
（
町
村
に
あ
つ
て
は
、
四
百
人

以
上
）

一

・
八

四
　
特
定
防
衛
施
設
の
運
用
点
数
　
次
に
掲
げ
る
特
定

防
衛
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る

数
値
（
特
定
防
衛
施
設
が
二
以
上
の
区
分
に
該
当
す

る
と
き
、
又
は
当
該
関
連
市
町
村
に
係
る
次
の
区
分

に
該
当
す
る
特
定
防
衛
施
設
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
、
当
該
数
値
を
合
算
し
た
数
値
）
。
た
だ
し
、
当

該
防
衛
施
設
を
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間

の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
日
本
国

に
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
使
用
し
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
値
に
一
・
二
を
乗
じ
て

得
た
数
値
と
す
る
。

イ
　
飛
行
場
等
（
令
第
十
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る

飛
行
場
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
　
次
に
掲
げ
る

式
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
数
値

航
空
機
の
種
類
別
点
数×

航
空
機
の
飛
行
回
数
別

点
数×

｛
１
＋
（
１
／
２
）
（
当
該
飛
行
場
等
に
係

る
関
連
市
町
村
の
数－

１
）
｝×

（
当
該
関
連
市
町

村
の
配
分
点
数
／
当
該
飛
行
場
等
に
係
る
関
連
市
町

村
の
配
分
点
数
を
合
算
し
た
点
数
）

こ
の
式
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
１
）
　
航
空
機
の
種
類
別
点
数
　
第
一
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
航
空
機
の
種
類
（
交
付
年
度
に
お
い
て
当

該
飛
行
場
等
に
お
い
て
離
陸
又
は
着
陸
を
実
施
す

る
主
た
る
航
空
機
の
種
類
を
い
う
。
）
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値

（
２
）
　
航
空
機
の
飛
行
回
数
別
点
数
　
第
二
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
令
第
十
五
条
第
五
号
ア
の
回
数
及
び

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
飛
行
場
等
に
係
る
関

連
市
町
村
の
障
害
人
口
（
法
第
四
条
に
規
定
す
る

第
一
種
区
域
内
に
居
住
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者
の
交
付
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人

口
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
区
域

内
に
居
住
す
る
者
の
人
口
に
あ
つ
て
は
、
当
該
人

口
に
二
を
乗
じ
て
得
た
人
口
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
合
算
し
た
人
口
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値

（
３
）
　
配
分
点
数
　
第
三
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
連

市
町
村
ご
と
の
障
害
人
口
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
（
令
第
十
五
条
第
二
号
の

割
合
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
関
連
市
町
村
に
あ

つ
て
は
、
当
該
数
値
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数

値
）

第
一
表回

転
翼
航
空
機
そ
の
他
タ
ー
ボ
ジ
エ
ツ

ト
発
動
機
を
主
た
る
動
力
又
は
補
助

動
力
と
し
な
い
航
空
機

〇

・
一

タ
ー
ボ
ジ
エ
ツ
ト
発
動
機
を
補
助
動
力

と
す
る
航
空
機

一

・
〇

タ
ー
ボ
ジ
エ
ツ
ト
発
動
機
を
主
た
る
動

力
と
す
る
亜
音
速
の
航
空
機
の
う
ち

戦
闘
機
及
び
大
型
の
輸
送
機
以
外
の

航
空
機

一

・
五

タ
ー
ボ
ジ
エ
ツ
ト
発
動
機
を
主
た
る
動

力
と
す
る
亜
音
速
の
航
空
機
の
う
ち

戦
闘
機
又
は
大
型
の
輸
送
機

三

・
〇

タ
ー
ボ
ジ
エ
ツ
ト
発
動
機
を
主
た
る
動

力
と
す
る
超
音
速
の
航
空
機

四

・
〇

第
二
表六

千
五
百
回

未
満

五
千
人
未
満

〇
・
六

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

〇
・
八

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

一
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

一
・
二

四
万
人
以
上

一
・
四

六
千
五
百
回

以
上
九
千

七
百
五
十

回
未
満

五
千
人
未
満

一
・
二

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

一
・
六

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

二
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

二
・
四

四
万
人
以
上

二
・
八

九
千
七
百
五

十
回
以
上

一
万
三
千

回
未
満

五
千
人
未
満

一
・
八

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

二
・
四

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

三
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

三
・
六

四
万
人
以
上

四
・
二

一
万
三
千
回

以
上
一
万

九
千
五
百

回
未
満

五
千
人
未
満

二
・
四

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

三
・
二

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

四
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

四
・
八

四
万
人
以
上

五
・
六

一
万
九
千
五

百
回
以
上

二
万
六
千

回
未
満

五
千
人
未
満

三
・
〇

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

四
・
〇

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

五
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

六
・
〇

四
万
人
以
上

七
・
〇

二
万
六
千
回

以
上
三
万

二
千
五
百

回
未
満

五
千
人
未
満

三
・
六

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

四
・
八

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

六
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

七
・
二

四
万
人
以
上

八
・
四

三
万
二
千
五

百
回
以
上

三
万
九
千

回
未
満

五
千
人
未
満

四
・
二

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

五
・
六

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

七
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

八
・
四

四
万
人
以
上

九
・
八

三
万
九
千
回

以
上
四
万

五
千
五
百

回
未
満

五
千
人
未
満

四
・
八

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

六
・
四

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

八
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

九
・
六

四
万
人
以
上

十
一
・
二

四
万
五
千
五

百
回
以
上

五
万
二
千

回
未
満

五
千
人
未
満

五
・
四

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

七
・
二

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

九
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

十
・
八

四
万
人
以
上

十
二
・
六

五
万
二
千
回

以
上
五
万

八
千
五
百

回
未
満

五
千
人
未
満

六
・
〇

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

八
・
〇

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

十
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

十
二
・
〇

四
万
人
以
上

十
四
・
〇

五
万
八
千
五

百
回
以
上

六
万
五
千

回
未
満

五
千
人
未
満

六
・
六

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

八
・
八

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

十
一
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

十
三
・
二

四
万
人
以
上

十
五
・
四

六
万
五
千
回

以
上

五
千
人
未
満

七
・
二

五
千
人
以
上
一
万

人
未
満

九
・
六

一
万
人
以
上
二
万

人
未
満

十
二
・
〇

二
万
人
以
上
四
万

人
未
満

十
四
・
四

四
万
人
以
上

十
六
・
八

2



第
三
表千

五
百
人
未
満

一
・
〇

千
五
百
人
以
上
三
千
人
未
満

一
・
七

三
千
人
以
上
六
千
人
未
満

二
・
三

六
千
人
以
上
一
万
二
千
人
未
満

三
・
〇

一
万
二
千
人
以
上
二
万
四
千
人
未
満

三
・
七

二
万
四
千
人
以
上
四
万
八
千
人
未
満

四
・
三

四
万
八
千
人
以
上

五
・
〇

ロ
　
航
空
機
に
よ
る
射
撃
又
は
爆
撃
が
実
施
さ
れ
る

演
習
場
　
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
て
得
た

数
値

航
空
機
の
飛
行
回
数
別
点
数×

｛
１
＋
（
１
／

２
）
（
当
該
演
習
場
に
係
る
関
連
市
町
村
の
数－

１
）
｝×

（
当
該
関
連
市
町
村
の
配
分
点
数
／
当
該

演
習
場
に
係
る
関
連
市
町
村
の
配
分
点
数
を
合
算
し

た
点
数
）

こ
の
式
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
１
）
　
航
空
機
の
飛
行
回
数
別
点
数
　
第
一
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
令
第
十
五
条
第
五
号
ア
の
回
数
及
び

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
演
習
場
に
係
る
関
連

市
町
村
の
障
害
人
口
を
合
算
し
た
人
口
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値

（
２
）
　
配
分
点
数
　
第
二
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
連

市
町
村
の
障
害
人
口
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
数
値
（
令
第
十
五
条
第
二
号
の
割
合

が
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
関
連
市
町
村
に
あ
つ
て

は
、
当
該
数
値
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
）

第
一
表六

千
五
百
回

未
満

五
千
人
未
満

七
・
二

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

九
・
六

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

十
二
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

十
四
・
四

四
万
人
以
上

十
六
・
八

六
千
五
百
回

以
上
八
千

百
二
十
五

回
未
満

五
千
人
未
満

十
・
八

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

十
四
・
四

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

十
八
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

二
十
一
・
六

四
万
人
以
上

二
十
五
・
二

八
千
百
二
十

五
回
以
上

九
千
七
百

五
十
回
未

満

五
千
人
未
満

十
二
・
六

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

十
六
・
八

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

二
十
一
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

二
十
五
・
二

四
万
人
以
上

二
十
九
・
四

九
千
七
百
五

十
回
以
上

一
万
千
三

百
七
十
五

回
未
満

五
千
人
未
満

十
四
・
四

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

十
九
・
二

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

二
十
四
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

二
十
八
・
八

四
万
人
以
上

三
十
三
・
六

一
万
千
三
百

七
十
五
回

以
上
一
万

三
千
回
未

満

五
千
人
未
満

十
八
・
〇

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

二
十
四
・
〇

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

三
十
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

三
十
六
・
〇

四
万
人
以
上

四
十
二
・
〇

一
万
三
千
回

以
上
一
万

六
千
二
百

五
十
回
未

満

五
千
人
未
満

二
十
一
・
六

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

二
十
八
・
八

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

三
十
六
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

四
十
三
・
二

四
万
人
以
上

五
十
・
四

一
万
六
千
二

百
五
十
回

五
千
人
未
満

二
十
五
・
二

以
上
一
万

九
千
五
百

回
未
満

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

三
十
三
・
六

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

四
十
二
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

五
十
・
四

四
万
人
以
上

五
十
八
・
八

一
万
九
千
五

百
回
以
上

二
万
二
千

七
百
五
十

回
未
満

五
千
人
未
満

二
十
八
・
八

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

三
十
八
・
四

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

四
十
八
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

五
十
七
・
六

四
万
人
以
上

六
十
七
・
二

二
万
二
千
七

百
五
十
回

以
上
二
万

六
千
回
未

満

五
千
人
未
満

三
十
二
・
四

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

四
十
三
・
二

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

五
十
四
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

六
十
四
・
八

四
万
人
以
上

七
十
五
・
六

二
万
六
千
回

以
上

五
千
人
未
満

三
十
六
・
〇

五
千
人
以
上
一

万
人
未
満

四
十
八
・
〇

一
万
人
以
上
二

万
人
未
満

六
十
・
〇

二
万
人
以
上
四

万
人
未
満

七
十
二
・
〇

四
万
人
以
上

八
十
四
・
〇

第
二
表千

五
百
人
未
満

一
・
〇

千
五
百
人
以
上
三
千
人
未
満

一
・
七

三
千
人
以
上
六
千
人
未
満

二
・
三

六
千
人
以
上
一
万
二
千
人
未
満

三
・
〇

一
万
二
千
人
以
上
二
万
四
千
人
未
満

三
・
七

二
万
四
千
人
以
上
四
万
八
千
人
未
満

四
・
三

四
万
八
千
人
以
上

五
・
〇

ハ
　
砲
撃
が
実
施
さ
れ
る
演
習
場
等
　
次
に
掲
げ
る

式
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
数
値

砲
撃
日
数
別
点
数×

演
習
人
員
別
点
数×

｛
１
＋

（
１
／
２
）
（
当
該
演
習
場
等
に
係
る
関
連
市
町
村
の

数－

１
）
｝×

（
当
該
関
連
市
町
村
の
配
分
点
数
／

当
該
演
習
場
等
に
係
る
関
連
市
町
村
の
配
分
点
数
を

合
算
し
た
点
数
）

こ
の
式
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
１
）
　
砲
撃
日
数
別
点
数
　
第
一
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
演
習
場
等
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
令
第
十

五
条
第
五
号
イ
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
数
値

（
２
）
　
演
習
人
員
別
点
数
　
第
二
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
令
第
十
五
条
第
五
号
イ
の
人
数
及
び
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
令
第
十
五
条
第
一
号
の
面
積
が
当
該

演
習
場
等
に
係
る
関
連
市
町
村
の
交
付
年
度
の
四

月
一
日
現
在
に
お
け
る
面
積
を
合
算
し
た
面
積
に

占
め
る
割
合
（
第
二
表
に
お
い
て
「
演
習
場
等
面

積
割
合
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
演
習
場
等
に
係

る
関
連
市
町
村
の
交
付
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に

お
け
る
人
口
を
合
算
し
た
人
口
（
第
二
表
に
お
い

て
「
合
算
人
口
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値

（
３
）
　
配
分
点
数
　
第
三
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該

関
連
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
演
習
場
等
の
土
地

の
交
付
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
面
積
が

当
該
演
習
場
等
の
同
日
現
在
に
お
け
る
土
地
の
面

積
に
占
め
る
割
合
（
第
三
表
に
お
い
て
「
関
連
市

町
村
面
積
割
合
」
と
い
う
。
）
又
は
関
連
市
町
村

の
交
付
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

（
第
三
表
に
お
い
て
「
関
連
市
町
村
ご
と
の
人
口
」

と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
数
値

第
一
表交

付
年
度
に
お
い
て
大
型
の

火
器
（
口
径
百
五
十
五
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
加
農
砲
、

口
径
二
百
三
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
の

り
ゆ
う

榴

弾
砲
及
び
直
径

三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ロ

ケ
ツ
ト
弾
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
演

習
場
等

五
十
日

未
満

〇

・六

五
十
日

以

上

百

日

未
満

一

・二

百
日
以

上

百

五

十

日

未

満

一

・八

3



百
五
十

日

以

上

二

百

日

未
満

二

・四

二
百
日

以

上

二

百

五

十

日

未

満

三

・〇

二
百
五

十

日

以
上

三

・六

交
付
年
度
に
お
い
て
中
型
の

火
器
（
口
径
百
五
十
五
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の

り
ゆ
う

榴

弾
砲

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
使
用
す
る
演
習
場
等

五
十
日

未
満

〇

・三

五
十
日

以

上

百

日

未
満

〇

・六

百
日
以

上

百

五

十

日

未

満

〇

・九

百
五
十

日

以

上

二

百

日

未
満

一

・二

二
百
日

以

上

二

百

五

十

日

未

満

一

・五

二
百
五

十

日

以
上

一

・八

交
付
年
度
に
お
い
て
大
型
の

火
器
及
び
中
型
の
火
器
以

外
の
火
器
を
使
用
す
る
演

習
場
等

五
十
日

未
満

〇

・二

五
十
日

以

上

百

日

未
満

〇

・四

百
日
以

上

百

五

十

日

未

満

〇

・六

百
五
十

日

以

上

二

百

日

未
満

〇

・八

二
百
日

以

上

二

百

五

十

日

未

満

一

・〇

二
百
五

十

日

以
上

一

・二

第
二
表五

万
人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

〇

・七

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

一

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

一

・三

五

万
人以上七万五千人

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

一

・四

未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

二

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

二

・六

七

万
五千人以上十万人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

一

・八

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

二

・五

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

三

・三

十

万
人以上十二万五千人

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

二

・一

未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

三

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

三

・九

十

二
万五千人以上十五万人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

二

・五

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

三

・五

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

四

・六

十

五
万人以上十七万五千

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

二

・八

4



人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

四

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

五

・二

十

七
万五千人以上二十万人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

三

・二

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

四

・五

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

五

・九

二

十
万人以上二十二万

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

三

・五

五千人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

五

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

六

・五

二

十
二万五千人以上二十五万人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

三

・九

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

五

・五

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

七

・二

二

十
五万人

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四

・二

以上二十七万五千人未満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

六

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

七

・八

二

十
七万五千人以上三十万人未満

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

四

・六

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

六

・五

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

八

・五

三

十
万人以上

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
未
満

四

・九

一
　
演
習
場
等
面
積
割
合
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
、
合
算
人
口

二
万
人
以
上

二
　
演
習
場
等
面
積
割
合
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
合
算

人
口
二
万
人
以
上
四
万
人

未
満

七

・〇

演
習
場
等
面
積
割
合
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
合
算
人
口

四
万
人
以
上

九

・一

第
三
表一

　
関
連
市
町
村
面
積
割
合
十
パ
ー
セ

ン
ト
未
満

二
　
関
連
市
町
村
面
積
割
合
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
、
関
連
市
町
村
ご
と
の
人

口
五
千
人
未
満

一

・〇

一
　
関
連
市
町
村
面
積
割
合
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
、
関
連
市
町
村
ご
と
の
人

口
五
千
人
以
上
一
万
五
千
人
未
満

二
　
関
連
市
町
村
面
積
割
合
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
、

関
連
市
町
村
ご
と
の
人
口
一
万
五
千

人
以
上

一

・七

一
　
関
連
市
町
村
面
積
割
合
三
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
関
連
市
町
村
ご
と
の

人
口
一
万
五
千
人
以
上
二
万
五
千
人

未
満

二
　
関
連
市
町
村
面
積
割
合
三
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
、

関
連
市
町
村
ご
と
の
人
口
二
万
五
千

人
以
上

二

・三

関
連
市
町
村
面
積
割
合
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
、
関
連
市
町
村
ご
と
の
人
口

二
万
五
千
人
以
上

三

・〇

ニ
　
港
湾
　
第
一
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
交
付
年
度
の

四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
令
第
十
五
条
第
五
号
ウ

の
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

5



点
数
に
、
第
二
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
号
ウ
の
数

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
乗

じ
て
得
た
数
値
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
に

あ
つ
て
は
、
当
該
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
に
当
該

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て

得
た
数
と
す
る
。

（
１
）
　
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
艦
船
が
係
留
す

る
港
湾
（
次
号
の
港
湾
を
除
く
。
）
　
五

（
２
）
　
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
艦
船
及
び
原
子

力
船
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
に
属
し
、
か

つ
、
そ
の
軍
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
係
留
す
る
港
湾
又
は

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
原
子
力
船
が
係
留
す

る
港
湾
　
交
付
年
度
の
前
年
度
の
末
日
か
ら
起
算

し
て
過
去
三
年
間
の
原
子
力
船
の
係
留
期
間
の
日

数
を
三
で
除
し
て
得
た
日
数
が
二
百
日
未
満
の
場

合
は
六
（
当
該
日
数
が
零
と
な
る
場
合
は
五
）
、

当
該
日
数
が
二
百
日
以
上
の
場
合
は
九

（
３
）
　
原
子
力
船
が
係
留
す
る
港
湾
　
交
付
年
度
の

前
年
度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
三
年
間
の
原

子
力
船
の
係
留
期
間
の
日
数
を
三
で
除
し
て
得
た

日
数
が
二
百
日
未
満
の
場
合
は
一
・
二
（
当
該
日

数
が
零
と
な
る
場
合
は
一
）
、
当
該
日
数
が
二
百

日
以
上
の
場
合
は
一
・
八

第
一
表二

十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
十
パ
ー
セ
ン
ト

未
満

二

四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

未
満

三

六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

四

第
二
表千

五
百
未
満

〇
・
九

千
五
百
以
上
二
千
未
満

一
・
〇

二
千
以
上
二
千
五
百
未
満

一
・
一

二
千
五
百
以
上

一
・
二

五
　
地
域
点
数
　
次
に
掲
げ
る
事
項
の
影
響
の
程
度
に

係
る
数
値
に
つ
い
て
、
当
該
影
響
の
程
度
が
著
し
い

も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
五
と
し
、
当
該
影
響
の
程
度

が
特
に
著
し
い
も
の
に
あ
つ
て
は
三
・
〇
と
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
項
に
お
け
る
当
該
数
値
を
合
算
し
た

数
値

イ
　
飛
行
場
等
に
係
る
関
連
市
町
村
の
法
第
四
条
に

規
定
す
る
第
一
種
区
域
の
交
付
年
度
の
四
月
一
日

現
在
に
お
け
る
人
口
の
当
該
第
一
種
区
域
の
同
日

現
在
に
お
け
る
面
積
に
対
す
る
割
合

ロ
　
飛
行
場
等
に
お
け
る
航
空
機
の
地
上
で
の
移

動
、
航
空
機
の
整
備
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
規
定
す
る
航
空
機
の
運
用
及
び
管
理
に

よ
り
近
隣
住
民
に
影
響
が
生
じ
る
音
響
の
強
度
及

び
頻
度

ハ
　
飛
行
場
等
に
お
け
る
航
空
機
の
地
上
で
の
移

動
、
航
空
機
の
整
備
及
び
第
五
項
第
一
号
に
規
定

す
る
航
空
機
の
運
用
及
び
管
理
に
よ
り
近
隣
住
民

に
影
響
が
生
じ
る
悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年

法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
悪
臭
物
質
の
濃
度
及
び
頻
度
又
は
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
臭
気
指
数
の
高
さ
及
び
頻
度

ニ
　
令
第
十
三
条
第
三
号
に
該
当
す
る
防
衛
施
設
に

お
け
る
回
転
翼
航
空
機
以
外
の
航
空
機
の
離
陸
、

着
陸
、
急
降
下
又
は
低
空
に
お
け
る
飛
行
の
頻
度

ホ
　
航
空
機
に
よ
る
射
撃
又
は
爆
撃
が
実
施
さ
れ
る

演
習
場
で
実
施
さ
れ
る
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す

る
航
空
機
の
運
用
及
び
管
理
に
よ
り
近
隣
住
民
に

生
じ
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度

ヘ
　
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
航
空
機
の
運
用
及

び
管
理
に
よ
り
近
隣
住
民
に
生
じ
る
音
響
の
強
度

及
び
頻
度

ト
　
令
第
十
三
条
第
四
号
に
該
当
す
る
防
衛
施
設
に

お
け
る
航
空
機
の
地
上
で
の
移
動
、
航
空
機
の
整

備
並
び
に
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
航
空
機
の

運
用
及
び
管
理
に
よ
り
近
隣
住
民
に
生
じ
る
音
響

の
強
度
及
び
頻
度

六
　
特
定
防
衛
施
設
の
訓
練
点
数
　
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
令
第
十
五
条
第
七
号
の
特
定
防
衛
施
設
の
運

用
の
態
様
の
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
数
値
に
、
飛
行
場
等
に
あ
つ
て
は
第
四
号
イ

（
３
）
の
配
分
点
数
を
当
該
飛
行
場
等
に
係
る
関
連

市
町
村
の
配
分
点
数
を
合
算
し
た
点
数
で
除
し
て
得

た
数
値
を
、
航
空
機
に
よ
る
射
撃
又
は
爆
撃
が
実
施

さ
れ
る
演
習
場
に
あ
つ
て
は
同
号
ロ
（
２
）
の
配
分

点
数
を
当
該
演
習
場
に
係
る
関
連
市
町
村
の
配
分
点

数
を
合
算
し
た
点
数
で
除
し
て
得
た
数
値
を
、
砲
撃

が
実
施
さ
れ
る
演
習
場
等
に
あ
つ
て
は
同
号
ハ

（
３
）
の
配
分
点
数
を
当
該
演
習
場
等
に
係
る
関
連

市
町
村
の
配
分
点
数
を
合
算
し
た
点
数
で
除
し
て
得

た
数
値
を
、
港
湾
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
、
そ
れ
ぞ

れ
乗
じ
て
得
た
数
値

訓
練
又
は
演
習
の
態
様
が
通
常
の
訓
練

又
は
演
習
と
比
べ
て
大
規
模
か
つ
特

殊
で
あ
る
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が

二

・
〇

認
め
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
大
規
模
訓
練
等
」
と
い
う
。
）

大
規
模
訓
練
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

防
衛
大
臣
が
認
め
た
も
の

一

・
〇

３
　
令
第
十
五
条
第
五
号
ア
の
種
類
若
し
く
は
回
数
、
同

号
イ
の
日
数
若
し
く
は
人
数
又
は
同
号
ウ
の
割
合
若
し

く
は
数
の
変
更
の
結
果
、
交
付
年
度
に
お
け
る
交
付
金

算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
前
項
第
四
号
の
特
定
防
衛
施
設

の
運
用
点
数
（
以
下
「
当
該
年
度
運
用
点
数
」
と
い

う
。
）
が
、
前
年
度
に
お
け
る
交
付
金
算
定
の
基
礎
と

な
つ
た
前
項
第
四
号
の
特
定
防
衛
施
設
の
運
用
点
数

（
以
下
「
前
年
度
運
用
点
数
」
と
い
う
。
）
の
九
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
下
に
低
減
す
る
こ
と
と
な
る
関
連
市
町
村
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
関
連
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
前

年
度
運
用
点
数
に
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
数

値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
年
度
運
用
点
数
と
み
な

す
も
の
と
す
る
。

０
．
９－

（
１
／
２
）
（
（
（
前
年
度
運
用
点
数－

当
該

年
度
運
用
点
数
）
／
前
年
度
運
用
点
数
）－

０
．
１
）

４
　
第
一
項
の
式
に
よ
り
交
付
金
を
算
定
す
る
場
合
に
お

い
て
、
第
二
項
第
二
号
の
面
積
点
数
を
基
礎
と
し
て
算

定
し
た
額
、
同
項
第
三
号
の
人
口
点
数
を
基
礎
と
し
て

算
定
し
た
額
、
同
項
第
四
号
の
特
定
防
衛
施
設
の
運
用

点
数
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
額
、
同
項
第
五
号
の
地

域
点
数
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
額
及
び
同
項
第
六
号

の
特
定
防
衛
施
設
の
訓
練
点
数
を
基
礎
と
し
て
算
定
し

た
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
金
額
を
千
円
と
し
て
計

算
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
令
第
十
五
条
第
六
号
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
航
空
機

の
運
用
及
び
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
航
空
機
の
地
上
で
の
試
運
転

二
　
航
空
機
の
低
空
で
停
止
し
た
飛
行

三
　
演
習
場
等
に
お
け
る
航
空
機
の
離
陸
、
着
陸
、
急

降
下
、
低
空
に
お
け
る
飛
行
又
は
低
空
で
停
止
し
た

飛
行

四
　
令
第
十
三
条
第
四
号
に
該
当
す
る
防
衛
施
設
に
お

け
る
航
空
機
の
離
陸
、
着
陸
、
急
降
下
、
低
空
に
お

け
る
飛
行
、
地
上
で
の
試
運
転
又
は
低
空
で
停
止
し

た
飛
行

６
　
令
第
十
五
条
第
七
号
に
掲
げ
る
運
用
の
態
様
の
変
更

を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
関
連
市
町
村

に
対
し
て
は
、
普
通
交
付
額
の
ほ
か
、
交
付
年
度
に
交

付
す
べ
き
交
付
金
の
予
算
額
か
ら
普
通
交
付
額
を
控
除

し
た
額
に
つ
い
て
当
該
運
用
の
態
様
の
変
更
を
考
慮
し

て
防
衛
大
臣
が
配
分
し
た
額
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
関
連
市
町
村
の
合
併
が
あ
つ
た
場
合
の
特
例
）

第
四
条
　
前
条
（
第
六
項
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
、
関
連
市
町
村
の
合
併
（
関
連
市
町
村
の
区

域
の
全
部
に
係
る
市
町
村
の
合
併
（
二
以
上
の
市
町
村

の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
も
つ
て
市
町
村
を
置

き
、
又
は
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他

の
市
町
村
に
編
入
す
る
こ
と
で
市
町
村
の
数
の
減
少
を

伴
う
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り

設
置
さ
れ
、
又
は
他
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
編
入
し
た
関
連
市
町
村
（
以
下
「
合
併
後
関

連
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
対
し
交
付
す
べ
き
交
付
金

の
額
と
し
て
算
定
し
た
額
が
、
合
併
前
関
連
市
町
村

（
関
連
市
町
村
の
合
併
に
よ
り
そ
の
区
域
の
全
部
が
合

併
後
関
連
市
町
村
の
区
域
の
一
部
と
な
つ
た
関
連
市
町

村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
交
付
年
度
の
四
月
一
日

に
お
い
て
な
お
当
該
関
連
市
町
村
の
合
併
の
前
の
区
域

を
も
つ
て
存
続
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
額
（
当
該
合

併
前
関
連
市
町
村
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二

以
上
の
合
併
前
関
連
市
町
村
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
算
定
さ

れ
る
額
の
合
算
額
）
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
同
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
関
連
市
町
村
の
合
併
が
行
わ

れ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
日
が
四
月
一

日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
日
の
属
す
る
年
度
）
以
降

十
年
度
の
各
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
算
定
さ
れ
る
額

を
当
該
合
併
後
関
連
市
町
村
に
対
し
交
付
す
べ
き
交
付

金
の
額
と
す
る
。

（
損
失
補
償
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
補
償

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
補
償
さ
れ
る
べ
き
損

失
の
内
容
を
説
明
す
る
参
考
資
料
を
添
付
し
て
、
損
失

補
償
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
損
失
補
償
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
異
議
の
申
出
）

第
六
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
議
の
申

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
異
議
申
出
書
を
防
衛
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
異
議
申
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号

の
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
防
衛
施
設
周
辺
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
八
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

３
　
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
令
和
四
年
度
に
お

け
る
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
百
分
の
六
十
二
・

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
」
と
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
〇
日
総
理
府
令

第
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
理
府

令
第
七
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
七
日
総
理
府

令
第
五
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
分
の
特
定
防

衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
九
月
一
四
日
総
理
府
令

第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
九
月
一
九
日
総
理
府
令

第
四
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
分
の
特
定
防

衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
二
月
二
一
日
総
理
府

令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
総
理
府
令

第
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十

九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
一
九
日
総
理
府

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
名
古
屋
防
衛
施
設
局

長
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ

り
し
た
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分

等
」
と
い
う
。
）
は
、
名
古
屋
防
衛
施
設
支
局
長
が
し

た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
名
古
屋

防
衛
施
設
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
報
告
そ
の
他
の

行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
名
古
屋
防

衛
施
設
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
七
日
総
理
府
令
第

四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
総
理
府
令
第
二

三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
九
日
総
理
府
令
第

二
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
五
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
分
の
特
定
防
衛

施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
七
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第

二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
防
衛
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
三
日
防
衛
省

令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十

年
度
分
の
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
か
ら

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
四
日
防
衛
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十

三
年
度
の
予
算
に
係
る
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整

交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
防
衛
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
同
日
以
後
の
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
区
域
の
指
定
、
同
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
区
域
の
指
定
及
び

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
種
区
域
の
指

定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
六
日
防
衛
省
令
第

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
防
衛
省
令
第

一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
二
八
日
防
衛
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
別
記
）

様
式
第
一
号
（
第
五
条
関
係
）

様式第一号（第五条関係）（昭五〇総府令九・平一五内府令五八・平一九内府令二・令三防省令一・一部改正）損失補償申請書年月日申請者の住所氏名（名称）防衛大臣殿防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十四条第一項の規定により左記のとおり損失補償を申請いたします。記一事業の種類二損失の原因となつた自衛隊の行為区域期間三損失を受けた区域及び期間年月日から年月日まで四事業経営阻害の状態五損失を受けた期間に相当する期間における平年の事業経営上の所得額六損失を受けた期間中の事業経営上の所得額七補償を受けようとする額八その他参考となる事項備考一「損失を受けた期間に相当する期間における平年の事業経営上の所得額」は、損失を受けた日の属する年の前三年以上の間の当該区域における平均収穫数量等を基準とし、損失を受けた時の価格により算出するものとする。二「所得額」とは、粗収入額から経営費を差し引いた額とする。三「所得額」を証明するための資料及びその他の事項を証明し、又は説明するために必要な参考資料を添付すること。  

様
式
第
二
号
（
第
六
条
関
係
）

様式第二号（第六条関係）（昭五〇総府令九・平一五内府令五八・平一九内府令二・令三防省令一・一部改正）異議申出書年月日異議申出人の住所氏名（名称）防衛大臣殿防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十五条第一項の規定により左記のとおり異議の申出をいたします。記一事業の種類区域期間二損失を受けた区域及び期間年月日から年月日まで三自己の見積もつた損失補償額及びその内訳四異議の申出の要旨五その他参考となる事項備考異議の申出について参考となる資料がある場合は、これを添付すること。  
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